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船舶事故調査報告書 

 

                             令和６年１０月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（令和５年１１月１５日 １６時００分ごろ～１６日 ０８時 

３０分ごろの間）（医師による死亡推定時刻：１１月１６日） 

発生場所 不明（山口県長
なが

門
と

市川尻
かわしり

岬北方沖） 

事故の概要  漁船誠
せい

漁
りょう

丸は、操業中、船長が落水して死亡した。 

事故調査の経過  令和５年１２月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 誠漁丸、４.９トン 

 ＹＧ３－５４９８５（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.６６ｍ（Lr）×２.７１ｍ×１.２０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２２０.６５kＷ、平成６年７月８日 

第２９１－３４６０７号（船舶検査済票の番号） 

（写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            写真１ 本船 

 乗組員等に関する情報 船長 ７０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成６年６月２日 

  免許証交付日 平成３０年１１月１２日 
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         （令和６年６月１日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ 

 本船発見場所から南方約１３海里（Ｍ）に位置する長門市油
ゆ

谷
や

新別

名にある地域気象観測システム（アメダス）の観測値は、次のとおり

であった。 

日時 平均 最大瞬間 

風向 風速(m/s) 風向 風速(m/s) 

15 日 16:00 北西 1.3 西北西 2.2 

   17:00 南南西 0.9 南南東 1.6 

   18:00 北東 0.9 北東 1.7 

   19:00 東 1.5 東 2.2 

   20:00 東北東 0.9 北東 1.8 

   21:00 東 1.2 東 1.9 

   22:00 東 1.8 東南東 2.3 

   23:00 東北東 1.6 東 2.0 

16 日 00:00 東北東 1.5 東北東 2.2 

   01:00 東 1.9 東北東 2.6 

   02:00 南東 1.0 南南東 1.9 

   03:00 東 1.7 東 2.1 

   04:00 南東 1.0 南 2.2 

   05:00 北 0.7 南 1.6 

   06:00 東北東 1.8 東北東 2.2 

   07:00 東 1.5 東北東 2.0 

   08:00 東 1.6 東北東 2.6 

   09:00 南南東 2.4 南南東 3.9 

海象：波高 約０.５～０.７ｍ、水温 約２１℃ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、いか一本釣り漁の目的で、令和５

年１１月１５日１６時００分ごろ、川尻岬北方沖の漁場に向け、山口

県下関市特
こっ

牛
とい

港を出港したところを同港に設置された監視カメラに記

録されていた。 

 船長の家族は、１６日０６時００分ごろ、ふだん、船長が遅くても

市場で水揚げを終えて帰宅している頃であったが、帰宅していなかっ

たので、不安に思い、船長の携帯電話に連絡したが、呼出し音が鳴る

ものの応答がなかった。 

船長の家族は、特牛港に向かい、本船が帰港しているかを確認した

が、帰港していなかったので、船長の親族に状況を説明した。 

船長の親族は、船長が所属する漁業協同組合の組合員（以下「僚船
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Ａ船長」という。）にその旨を連絡した。 

僚船Ａ船長は、他の僚船及び漁業協同組合担当者に事態を伝え、同

組合担当者は、１１８番通報を行った。 

本船は、僚船及び海上保安庁の巡視船艇による捜索が行われ、０８

時３０分ごろ、川尻岬北方沖で捜索を行っていた僚船の船長（以下

「僚船Ｂ船長」という。）により、無人の状態で発見された。 

僚船Ｂ船長は、本船の発見場所及び本船が集魚灯を点灯してパラ

シュート型シーアンカー（以下「シーアンカー」という。）を投入し

て漂泊している状況を僚船及び海上保安庁の巡視船艇に連絡した。 

僚船Ａ船長は、船長の親族を自身が操船する船に乗せて本船を捜索

していたところ、本船の発見場所の情報を得て同場所に向かった。 

船長の親族は、本船に到着後、本船に乗り込んだところ、主機が中

立運転となっており、シーアンカーの引き綱（パラシュートを揚収す

る際に引く綱）がプロペラと舵との間に引っ掛かっているのを認め

た。 

船長の親族は、プロペラの点検口からシーアンカーの引き綱を鎌で

切断し、シーアンカーを回収後、本船を操船して１４時００分ごろ、

特牛港に帰港した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１ 本船発見時のシーアンカーの引き綱の状況 

 

船長は、僚船及び海上保安庁の巡視船艇により捜索が続けられ、 

２７日１４時２７分ごろ、島根県浜田市唐
とう

鐘
がね

漁港南岸付近で浮遊して

いるところを目撃した通行人により１１０番通報され、急行した救急

隊員によって救助されたものの、社会死（医師の診断を仰ぐまでもな

く、身体の状態から誰が見ても判断できる死）と判断された。 

船長は、その後、病院に搬送され、医師による司法解剖の結果、死

因は、不詳と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 (1) 船長に関する情報 

本綱 

引き綱 パラシュート 

本船 

たつ 
ブイ 
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船長は、本事故の約４０年前、陸上の仕事から漁師に転職し、

小型漁船に１人で乗り組み、沿岸漁業を営んでいた。 

船長は、本事故の約５０年前、交通事故で右膝の機能障害を

患っており、歩行がおぼつかなかった。 

船長の家族によれば、船長は、自宅を出発する際にふだんと変

わった様子はなかった。 

船長は、長袖のシャツ、トレーナ、ヤッケ、長ズボン、胴付き

カッパ、長靴を着用していた。 

船長は、発見された際、救命胴衣を着用していなかった。 

船長の救命胴衣及び携帯電話は、本事故後、船内で発見され

た。 

(2) 本船のいか
．．

一本釣り漁等に関する情報 

   船長が行っていたいか
．．

一本釣り漁は、次のとおりであった。 

  ① 漁場へ日没前に到着した後、主機を中立運転とし、船首を潮

流の下流に向け、船首からシーアンカーのパラシュートを海中

に入れ、同パラシュートが広がって潮流を受けているのを確認

したら、本綱を少しずつ出し、本船を安定させて漂泊させる。 

  ② 甲板上に釣り竿を設置し、日没に合わせて集魚灯を点灯す

る。 

  ③ 操業を終えるまで漂泊を続け、シーアンカーのパラシュート

と本船が近づけば、主機のクラッチレバーを後進に入れるなど

して本船との間隔を調整する。 

漁獲物は、本事故時、船首甲板のいけす
．．．

にいか
．．

が約７匹、鯛が

１匹、また、クーラーボックスによこわ
．．．

（クロマグロの稚魚）が

４～５匹入っていた。 

(3) 本船等の状況 

 他船と衝突したような痕跡はなかった。 

 落水時に船上へ復帰するための縄ばしご
．．．

や固定ばしご
．．．

の装備は

なかった。 

 船尾端のブルワークは、甲板からの高さが約５８cm、海面から

ブルワーク上端までの高さが約８０cmであった。 

(4) その他の情報 

僚船Ａ船長及び船長の親族は、本船発見時、シーアンカーの引

き綱がプロペラと舵との間に引っ掛かっていたので、船長がフッ

クで引き綱を外そうとしていたのでないかと本事故後に思った。 

船長の家族は、船長が右膝の機能障害を患っており、歩行がお

ぼつかないので、プロペラと舵との間に引っ掛かったシーアン

カーの引き綱を外そうとした際に体勢を崩して落水したのではな

いかと本事故後に思った。 

分析  
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 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

不明 

不明 

なし 

 船長の死因は、不詳と検案されたものの、次のことから、落水した

後、浮力が十分に得られずに溺水して死亡した可能性があると考えら

れる。 

 (1) 発見された際、救命胴衣を着用していなかったこと。 

 (2) 本事故後、船内で救命胴衣が発見されたこと。 

 船長は、１１月１５日１６時００分ごろ特牛港を出港した後、１６

日０８時３０分ごろ川尻岬北方沖において、本船が無人で漂泊してい

るところを発見されたことから、この間において落水したものと考え

られる。 

 船長は、本船が発見された際、主機が中立運転となっていたことか

ら、漂泊中、落水したものと考えられる。 

 船長は、次のことから、プロペラと舵との間に引っ掛かったシーア

ンカーの引き綱を外そうとした際に体勢を崩して落水した可能性があ

ると考えられるが、目撃者がおらず、船長が死亡しており、客観的な

情報も十分に得られなかったことから、船長が落水して溺水に至った

状況を明らかにすることができなかった。 

 (1) シーアンカーの引き綱がプロペラと舵との間に引っ掛かって

いたこと。 

 (2) 右膝の機能障害を患っており、歩行がおぼつかなかったこ

と。 

原因  本事故は、本船が川尻岬北方沖で漂泊中、船長が落水して溺水した

ことにより発生した可能性があると考えられる。船長は、プロペラと

舵との間に引っ掛かったシーアンカーの引き綱を外そうとした際、体

勢を崩して落水した可能性があると考えられるが、目撃者がおらず、

船長が死亡しており、客観的情報も得られなかったことから、落水し

て溺水に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・小型漁船の船長は、ブルワークの低い暴露甲板上で作業を行う

際、体のバランスを崩さないよう十分に注意すること。 

 ・小型漁船の船長は、暴露甲板上では必ず救命胴衣を着用するこ

と。 

 ・小型漁船に１人で乗り組む船長は、落水等の緊急時の連絡手段と

して、防水型の携帯電話又は防水パックに入れた携帯電話を携行

すること。 

 ・小型漁船に１人で乗り組む船長は、落水した場合に備え、縄ばし

ご等を船体に設置しておくことが望ましい。 
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（参考ウェブ ｢小型船舶に｢縄ばしごを装備しよう！｣_運輸安全委

員会仙台事務所） 

https://www.mlit.go.jp/jtsb/kaiken/kaiken20201027_s2.pdf 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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